


                               令和 7年 3月 17日 

 

次世代育成支援対策推進法、女性活躍推進法に基づく【一般事業主行動計画書】 

 

桂川電工株式会社 行動計画 

 

 

社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間  令和 7年 4月 1日～ 令和 9年 3月 31日までの 2年間 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

 令和 7年 4月～ 

 ・所定外労働の原因の分析等をおこなう 

 ・現状の業務プロセスについて、見直しや改善を実施し生産性を向上させる 

 ・毎月 1回、管理職会議で従業員の所定外労働時間の実態を把握し、削減に努める 

  

 

 

＜対策＞ 

 令和７年４月～ 

 ・全社員に対し「育児休業復帰支援プラン」や両立支援制度、育児休業給付、休業中の 

  社会保険料免除などについて周知する 

 ・育児休業取得者への理解や、その周囲の労働者に対する評価を行う 

 

  

 

 

＜対策＞ 

 ・令和 7年 4月～ 今年度のインターンシップ受入れ体制について検討開始 

 ・令和 7年 10月～ インターンシップ受入開始 

 

 

目標１：長時間労働を削減する取組の実施 

目標２： 育児休業をしやすい環境作り 

 

 

目標３：地域中高生に対する就業体験等の機会を提供し、地元企業の仕事内容や 

魅力を伝える 

  

 

 


